
【 2 0 2 4 . 2 . 2 現 在 の 情 報 で す 。 状 況 に 応 じ て 制 度 が 変 わ る 場 合 が あ り ま す 。 そ の 都 度 ご 確 認 く だ さ い 】 

罹 災 証 明 書 申 請 は お 済 で し ょ う か 
地 震 で 被 災 さ れ た 場 合 、 各 種 補 助 支 援 を 受 け る た め に 【 罹 災 証 明 書 】 が 必 要 で す 。 
※ 詳 細 は 【 志 賀 H P ＞ 暮 ら し ＞ 税 金 ＞ お 知 ら せ ＞ 「 罹 災 証 明 書 」 等 に つ い て 】 を ご 覧 く だ さ い 。 

7 窓 口 申 請 受 付 窓 口 （ 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ） 【 志 賀 町 役 場 町 民 ホ ー ル 】 【 富 来 活 性 化 セ ン タ ー 町 民 大 ホ ー ル 】 
● 必 要 書 類 【 被 災 箇 所 写 真 、 位 置 図 、 本 人 確 認 が で き る も の （ 運 転 免 許 証 ・ マ イ ナ ン バ ー カ ー ド な ど ） 、 罹 災 証 明 書 交 付 申 請 】 

▶  ぴ っ た り サ ー ビ ス （ 電 子 申 請 ） 【 お 問 い 合 わ せ 】 
● マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 利 用 し た マ イ ナ ポ ー タ ル （ ぴ っ た り サ ー ビ ス ） で オ ン ラ イ ン 申 請 が で き ま す 。 志 賀 町 税 務 課   資 産 税 担 当 
・ 志 賀 町 H P ＞ 暮 ら し ＞ マ イ ナ ン バ ー 制 度 ＞ ぴ っ た り サ ー ビ ス （ 電 子 申 請 ） T E L : 0 7 6 7 - 3 2 - 9 1 4 1 

※ 自 己 判 定 方 式 に つ い て （ 調 査 が 不 要 な た め 、 速 や か に 発 行 す る こ と が で き ま す 。 損 傷 が 軽 微 な 場 合 は こ ち ら を 推 奨 し ま す ） 
住 家 等 の 損 害 割 合 が 明 ら か に 1 0 % 未 満 で あ り 、 申 請 者 が 「 一 部 損 壊 」 と い う 調 査 結 果 に 同 意 で き る 場 合 、 調 査 員 に よ る 現 地 調 査 は 行 わ ず 、 被 災 
者 の 方 が 撮 影 し た 写 真 に よ り 被 害 認 定 を 行 い ま す 。 こ の 場 合 、 通 常 の 発 行 に 比 べ 、 速 や か に 発 行 す る こ と が 可 能 で す 。 
（ 例 ） 床 下 浸 水 、 瓦 等 の 屋 根 一 部 落 下 、 外 壁 の 一 部 ひ び 割 れ 、 雨 ど い の 破 損 、 窓 ガ ラ ス の 破 損 等 
↑   住 宅 に 関 す る 支 援 
★   住 宅 の 緊 急 修 理 【 問 い 合 わ せ 先 は 下 記 ① 住 宅 の 応 急 修 理 と 同 じ 】 
・ ブ ル ー シ ー ト の 展 張 等 の 修 理 費 を 町 が 業 者 に 直 接 支 払 う 制 度 5 0 , 0 0 0 円 以 内 ※ 完 了 期 限 ： 令 和 6 年 2 月 2 9 日 

修 理 す れ ば 居 住 可 能 被 害 が 大 き く 居 住 で き な い 全 壊 大 ・ 中 規 模 半 壊 半 壞 
全 壊 大 ・ 中 規 模 半 
半 壊 準 半 壊 ②   賃 貸 型 応 急 住 宅 ③ 応 急 仮 設 住 宅 （ 建 設 型 ） ④   公 営 住 宅 の 提 供 

（ み な し 仮 設 住 宅 ） 住 宅 を 失 っ た 被 災 者 に 対 し て 提 供 さ れ 住 宅 被 を 受 け ら れ た 方 に 公 

①   住 宅 の 応 急 修 理 応 急 仮 設 住 宅 と し て 民 間 賃 貸 住 る 、 応 急 的 な 住 宅 （ 原 則 2 年 間 ） 営 住 宅 等 の 提 供 

※ 住 ん で い る 住 宅 の み 対 象 で す 。 宅 を 提 供 （ 原 則 2 年 間 ） ● 1 次 申 込 受 付 期 間 （ 県 営 原 則 1 年 間 ） 
令 和 6 年 2 月 5 日 ～ 令 和 6 年 2 月 1 8 日 ● 家 賃 、 敷 金 、 駐 車 場 使 用 

● 全 壊 ／ 大 ・ 中 規 模 半 壊 ／ 半 壊 ● 不 動 産 仲 介 業 者 の 斡 旋 に ● 申 込 受 付 場 所 料 は 不 要 よ る 賃 貸 物 件 7 0 6 , 0 0 0 円 以 内 ・ 【 ワ ン ス ト ッ プ 窓 ロ 】 ● 共 益 費 、 自 治 会 費 、 電 気 ● 家 賃 （ 月 額 ） 午 前 9 時 ～ 午 後 5 時 ガ ス 水 道 料 等 は 入 居 者 が ● 準 半 壊 ・ 2 人 以 下 世 帯 6 万 円 以 下 ▶  本 庁 舎 1 階   町 民 ホ ー ル 負 担 
3 4 3 , 0 0 0 円 以 内 ・ 3 ～ 4 人 世 帯 8 万 円 以 下 ▶  富 来 支 所   1 階 町 民 大 ホ ー ル ・ 5 人 以 上 世 帯 1 1 万 円 以 下 

※ 完 了 期 限 ： 令 和 6 年 1 2 月 3 1 日 ● 郵 送 の 場 合 、 1 8 日 必 着 ※ 詳 細 は 問 い 合 わ せ 先 に 

【 お 問 い 合 わ せ ） 【 お 問 い 合 わ せ ） 要 確 認 
※ 屋 根 や 床 、 壁 、 窓 、 台 所 ・ ト イ レ な ど （ 公 社 ） 全 国 賃 貸 住 宅 経 営 者 志 賀 町   住 宅 支 援 制 度 窓 口 【 お 問 い 合 わ せ ） 日 常 生 活 に 必 要 不 可 な 最 小 限 度 の 協 会 連 合 会   金 沢 支 部 TEL: 0 7 0 - 1 5 2 3 - 8 4 0 3 県 営 住 宅 管 理 セ ン タ ー 部 分 の 応 急 的 な 修 理 を 自 治 体 が 行 う TEL : 0 1 2 0 - 2 7 - 1 0 0 0 0 8 0 - 7 3 5 9 - 8 5 5 4 T E L ： 0 7 6 - 2 4 1 - 5 3 7 0 こ と で （ 自 治 体 が 業 者 に 依 頼 し 、 修 理 
費 用 を 自 治 体 が 直 接 業 者 に 支 払 う ） 、 
元 の 住 家 に 引 き 続 き 住 む こ と を 目 的 と 
し た も の で す 。 恒 久 的 な 住 ま い ● 自 力 で の 自 宅 再 建 が 困 難 な 場 合 は 公 営 住 宅 等 を 整 備 

【 お 問 い 合 わ せ ） 
志 賀 町   住 宅 支 援 制 度 窓 口 ● 自 力 で の 自 宅 再 建 ・ 補 修 等 支 援 
TEL: 0 7 0 - 1 5 2 3 - 8 4 0 3 ・ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 法 制 度 

0 8 0 - 7 3 5 9 - 8 5 5 4 ・ 県 独 自 の 上 乗 せ 支 援 
・ 住 宅 金 融 に よ る 支 援 

※ 詳 細 に つ い て は 下 記 ま で 
★ 【 志 賀 町 H P   ＞   産 業 ・ 観 光 ・ ま ち づ く り ＞ 道 路 ・ 建 築 ＞ 住 宅 の 緊 急 修 理 （ ブ ル ー シ ー ト 展 張 等 ） に つ い て （ 災 害 救 助 法 ） 】 
① 【 志 賀 町 H P   ＞   産 業 ・ 観 光 ・ ま ち づ く り ＞ 道 路 ・ 建 築 ＞ 住 宅 の 応 急 修 理 に つ い て （ 災 害 救 助 法 ） 】 
② 【 志 賀 町 H P   ＞   産 業 ・ 観 光 ・ ま ち づ く り ＞ 道 路 ・ 建 築 ＞ 賃 貸 型 応 急 住 宅 （ み な し 仮 設 住 宅 ） の 提 供 に つ い て 】 
③ 【 志 賀 町 H P ＞   産 業 ・ 観 光 ・ ま ち づ く り ＞ 道 路 ・ 建 築 ＞ 応 急 仮 設 住 宅 の 入 居 申 込 に つ い て 】 

不 審 に 感 じ た ら 、 一 人 で 悩 ま ず 相 談 し て く だ さ い ！ ！ 
屋 根 の 修 理 や ブ ル ー シ ー ト の 設 置 、 住 宅 修 理 に 関 す る ト ラ ブ ル 、 義 援 金 詐 欺 な ど 災 害 に 便 乗 し た 悪 徳 商 法 に つ い て 
の 相 談 が 複 数 報 告 さ れ て い ま す 。 【 消 費 者 ト ラ ブ ル 相 談 専 用 】 電 話 番 号 ： 0 7   6 - 2 5 5 - 2 3 1 9 

↓ 石 川 県 の 最 新 情 報 は こ ち ら ↓ ↓ 志 賀 町 の 最 新 情 報 は こ ち ら ↓ 

防 災 災 害 
緊 急 情 報 
志 賀 町 捺 組 記 信 サ イ ト 

地 震 被 害 に 関 す る 
問 い 合 わ せ 窓 口 

0 7 6 7 - 3 2 - 4 9 6 4 
午 前 9 時 ～ 午 後 5 時 県 ホ ー ム ペ ー ジ X も っ と い し か わ 

石 田 あ き ら 
事 務 所 
〒 9 2 5 - 0 1 5 7 

志 賀 町 堀 松 寅 3 2 
TEL:0767-32-4368 



支 援 金 の 支 給 額 世 人 数 が 1 人 の 場 合 は 、 各 該 当 欄 の 金 額 の 3 / 4 の 額 

住 宅 被 害 程 度 
① 全 壊 
（ 損 害 割 合 5 0 % 以 上 ） 

基 礎 支 援 金 住 宅 再 建 方 法 計 

建 設 ・ 購 入 2 0 0 万 円 3 0 0 万 円 

② 解 体 1 0 0 万 円 補 修 1 0 0 万 円 2 0 0 万 円 
③ 長 期 避 難 

④ 大 規 模 半 壊 
（ 損 害 割 合 4 0 % 台 ） 

賃 借 5 0 万 円 1 5 0 万 円 

5 0 万 円   補 修 
建 設 • 購 入 2 0 0 万 門 2 5 0 万 円 

1 0 0 万 円 1 5 0 万 円 

⑤ 中 規 模 半 壊 
（ 損 害 割 合 3 0 % 台 ） 

賃 借 （ 公 営 住 宅 を 除 く ） 5 0 万 円 1 0 0 万 円 
建 設 • 購 入 1 0 0 万 円 1 0 0 万 円 

ー 補 修 5 0 万 円 5 0 万 円 
賃 借 （ 公 営 住 宅 を 除 く ） 2 5 万 円 2 5 万 円 

■ 被 災 者 生 活 再 建 支 援 制 度 ※ 各 市 町 で 受 付 窓 口 準 備 中 

＜ 緊 急 の 生 活 費 の 貸 付 ＞ 
原 則 1 0 万 円 以 内 （ 最 大 2 0 万 円 ） 無 利 子 

【 石 川 県 社 会 福 祉 協 議 会 】 0 7 6 （ 2 0 8 ） 3 5 0 3 

避 難 所 以 外 で 避 難 生 活 を 送 ら れ て い る 方 へ 
情 報 登 録 の お 願 い 

石 川 県 で は 、 避 難 所 を 離 れ 自 宅 や 車 中 泊 、 県 内 外 の 親 戚 宅 に 
避 難 さ れ て い る 方 の 連 絡 先 等 を 把 握 す る た め 、 登 録 窓 口 を 開 
設 し て い ま す 。 
今 後 、 志 賀 町 か ら の 支 援 情 報 を お 届 け す る た め 、 ぜ ひ ご 登 録 
く だ さ い 。 ご 登 録 い た だ い た 情 報 は 、 志 賀 町 か ら の 支 援 ・ 情 報 
提 供 の た め に 利 用 し ま す 。 

K L I N E か ら ＞ 情 報 登 録 申 込 方 法 ※ 推 奨 
1 .   Q R コ ー ド の 読 み 込 み 
2 ．   石 川 県 L I N E 公 式 ア カ ウ ン ト 
を 友 だ ち 追 加 

3 . 入 力 フ ォ ー ム に 必 要 事 項 を 入 力 
＜ 電 話 か ら ＞ 情 報 登 録 申 込 方 法 

下 記 に 電 話 し 、 避 難 先 、 住 所 、 氏 名 、 生 年 月 日 な ど を 回 答 
電 話 番 号 ： 0 1 2 0 - 2 4 7 - 0 0 1 
受 付 時 間 ： 午 前 9 時 ～ 午 後 6 時 （ 土 日 祝 も 受 付 け ） 

！ お 子 さ ん の こ と で 
ご 相 談 は あ り ま せ ん か ？ 
【 た と え ば 】 

・ 地 蔵 の あ と 、 子 ど も の お び え が ひ ど く 、 と て も 心 配 だ 。 
・ 子 ど も の 夜 泣 き や チ ッ ク が ひ ど く な っ た 。 
・ 子 ど も が 保 護 者 か ら な か な か 離 れ な い 。 
・ 子 ど も に つ い 当 た っ て し ま う 。 イ ラ イ ラ し や す い 。 
・ 保 護 者 の 見 つ か ら な い 子 ど も が い る 。 
※ 1 8 歳 未 満 の お 子 さ ん の こ と で 気 に な る こ と や 、 養 育 に 
不 安 を 感 じ る こ と が あ れ ば 、 下 記 ま で ご 相 談 く だ さ い 。 
◎ 親 子 の た め の 相 談 L   I N E 

受 付 時 間 ： 月 ～ 金 1 0 時 ~ 2 0 時 
Q R コ ー ド を 読 み 取 っ て 、 友 だ ち 登 録 を し て 
ご 利 用 く だ さ い 。 

◎ 児 童 相 談 所 相 談 専 用 ダ イ ヤ ル 
い ち は や く 0 1 2 0 - 1 8 9 - 9 8 3 （ 通 話 料 無 ） 

地 域 の 児 童 相 談 所 に つ な が り ま す 
受 付 時 間 ： 月 ～ 金 8 時 3 0 分 ～ 1 7 時 4 5 分 

【 被 災 さ れ た 事 業 者 の 皆 様 へ 】 
被 災 事 業 者 の 事 業 継 続 に 向 け た 経 営 相 談 や 施 設 復 旧 ・ 資 金 
繰 り ・ 雇 用 維 持 等 に 関 す る 支 援 策 の 活 用 な ど 様 々  な ご 相 談 に 対 
応 し ま す 。 ご 希 望 の 方 に は 、 対 面 に よ る ご 相 談 も 受 け 付 け て お り 
ま す 。 受 付 時 間 ： 9 時 か ら 1 8 時 （ 土 日 祝 日 も 対 応 ） 

• ワ ン ス ト ッ プ 相 談 窓 口   T E L : 0 1 2 0 - 3 3 0 - 9 5 5 
〇 対 面 に よ る 相 談 場 所 ： 石 川 県 工 業 試 験 場 1 階 
※ 事 前 予 約 制 、 予 約 は 上 記 フ リ ー ダ イ ヤ ル か ら お 申 込 み く だ さ い 

【 農 林 漁 業 者 を 支 援 す る 特 別 相 談 窓 口 】 
地 震 災 害 の 影 響 を 受 け た 農 林 漁 業 者 を 支 援 す る 相 談 窓 口 

※ 受 付 時 間 ： 9 時 か ら 1 8 時 （ 土 日 祝 日 も 対 応 ） 

＜ 農 業 ・ 畜 産 ・ 林 業 に 関 す る こ と ＞ 
● 中 能 登 農 林 総 合 事 務 所   T E L : 0 7 6 7 - 5 2 - 2 5 8 3 
＜ 漁 業 に 関 す る こ と ＞ 
● 石 川 県 漁 業 協 同 組 合 TEL: 0 7 6 - 2 3 4 - 8 8 1 5 

災 害 に あ わ れ た 方 の こ こ ろ の 悩 み や 健 康 に 関 す る 
相 談 を 電 話 で お 受 け し て い ま す 。 
【 こ こ ろ の 相 談 ダ イ ヤ ル 】   0 7 6 - 2 3 7 - 2 7 0 0 
受 付 時 間 ： 年 中 無 休 （ 2 4 時 間 、 3 6 5 日 ） 

災 害 ゴ ミ の 片 づ け 
ボ ラ ン テ ィ ア 荷 物 の 運 び 出 し を が お 手 伝 い 
し ま す ！ 

依 頼 内 容 ・ 活 動 場 所 ・ 連 絡 先 等 を 電 話 に て お 伝 え 下 さ い 
志 賀 町 社 会 福 祉 協 議 会 
「 志 賀 町 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 」 

志 賀 町 で は 応 急 か ら 復 旧 ・ 復 興 へ と 動 き 出 し て い る と こ ろ で す 。 C 0 9 0 - 7 9 5 7 - 6 6 5 3 こ れ か ら 復 旧 復 興 は 数 年 か か る も の と 思 い ま す し 、 た い へ ん 厳 し い D 0 9 0 - 8 2 6 1 - 1 0 2 1 
道 の り か も し れ ま せ ん が 、 で き る だ け 多 く の 皆 さ ん に 地 元 に 残 っ て ほ し 平 日 9 : 0 0 ～ 1 5 : 0 0 （ 土 日 祝 日 を 除 く ） 

い 、 地 元 に 帰 っ て き て ほ し い 、 そ し て と も に 1 0 年 後 、 2 0 年 後 を 見 据 え た 
ふ る さ と の 復 興 を み ん な で 進 め て い き た い 、 そ う 願 う も の で あ り ま す 。 

放 発 ご み は 捨 て て も 、 希 望 は 捨 て る な 
石 田 あ き ら 県 政 報 告 V o l . 2   令 和 6 年 2 月 発 行 石 田 あ き ら 事 務 所 

〒 9 2 5 - 0 1 5 7 
志 賀 町 堀 松 寅 3 2 

T E L ： 0 7 6 7 - 3 2 - 4 3 6 8 

• 

BAKIRAISHIDA1225 


